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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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規 則

高知県立療育福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年12月26日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第122号

高知県立療育福祉センターの設置及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正する規則

高知県立療育福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規

則（平成11年高知県規則第23号）の一部を次のように改正する。

第 4条の 3第 3項中「第 6条の 2第 8項」を「第 6条の 2の 2

第 8項」に改める。

第 8条第 2項中「第21条の 3第 1項」を「第19条の20第 1項」

に改める。

附　則

この規則は、平成27年 1月 1日から施行する。

公営企業局管理規程

高知県公営企業局電気事業及び工業用水道事業財務規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。

平成26年12月26日

高知県公営企業局長　岡林　美津夫

高知県公営企業局管理規程第19号

高知県公営企業局電気事業及び工業用水道事業財務規程の一部を改正する規程

高知県公営企業局電気事業及び工業用水道事業財務規程（昭和37年高知県電気局管理規程第 2

号）の一部を次のように改正する。

第22条第 1項ただし書を削り、同条第 3項中「それらの」を「これらの」に改める。

第74条中「行うと」を「行おうと」に改める。

別表第 1高知県工業用水道事業勘定科目表の収益の表中

「

「

を

に改める。

附　則

この規程は、平成27年 3月 1日から施行する。ただし、別表第 1高知県工業用水道事業勘定科目

表の収益の表の改正規定は、同年 4月 1日から施行する。

」

」

駐車場料金

洗車場料金

駐車場料金
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高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道有料駐車場管理規程

の一部を改正する規程を次のように定める。

平成26年12月26日

高知県公営企業局長　岡林　美津夫

高知県公営企業局管理規程第20号

高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道有料駐車場管

理規程の一部を改正する規程

高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道有料駐車場管理規程

（平成12年高知県企業局管理規程第 1号）の一部を次のように改

正する。

題名中「工業用水道有料駐車場」を「工業用水道事業有料駐車

場」に改める。

第 1条中「高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道有料駐車

場料金徴収条例」を「高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道

事業有料駐車場料金徴収条例」に改める。

第 2条中「工業用水道有料駐車場」を「工業用水道事業有料駐

車場」に、「次の表に定めるとおり」を「 1月 1日から12月31日

までの期間で、終日」に改め、同条の表を削る。

第 3条中「駐車場施設を」を「有料駐車場を」に改める。

第 4条を次のように改める。

第 4条　削除

第 5条中「駐車場施設を」を「有料駐車場を」に、「駐車場施

設利用許可申請書」を「有料駐車場利用許可申請書」に改める。

第 6条中「駐車場施設の」を「有料駐車場の」に、「駐車場施

設利用（変更・更新）許可書」を「有料駐車場利用（変更・更

新）許可書」に改める。

第 7条（見出しを含む。）中「駐車場施設」を「有料駐車場」

に改める。

第 8条第 1項中「駐車場施設の」を「有料駐車場の」に、「駐

車場施設利用変更許可申請書」を「有料駐車場利用変更許可申請

書」に改め、同条第 2項中「駐車場施設の」を「有料駐車場の」

に、「駐車場施設利用（変更・更新）許可書」を「有料駐車場利

用（変更・更新）許可書」に改める。

第 9条第 1項及び第 3項中「駐車場施設」を「有料駐車場」に

改め、同条第 4 項中「駐車場施設の」を「有料駐車場の」に、

「駐車場施設利用（変更・更新）許可書」を「有料駐車場利用

（変更・更新）許可書」に改める。

第10条中「駐車場施設」を「有料駐車場」に改める。

第11条中「駐車場施設の」を「有料駐車場の」に、「駐車場施

設利用廃止届」を「有料駐車場利用廃止届」に改める。

第12条第 1号中「駐車場施設」を「有料駐車場」に改める。

第13条第 1 項第 1 号中「駐車場施設」を「有料駐車場」に改

め、同項第 2 号中「駐車場施設又は洗車場施設」を「有料駐車

場」に改め、同条第 2 項中「駐車場施設等料金還付請求書」を

「有料駐車場料金還付請求書」に改め、同項ただし書を削り、同

条第 3項中「前項本文」を「前項」に、「駐車場施設等料金還付

決定通知書」を「有料駐車場料金還付決定通知書」に改める。

第14条第 1項第 2号中「、洗車場施設」を削る。

別記第 1号様式中「駐車場施設利用許可申請書」を「有料駐車

場利用許可申請書」に「高知県電気事業有料駐車場及び工業用水

道有料駐車場管理規程」を「高知県電気事業有料駐車場及び工業

用水道事業有料駐車場管理規程」に、「駐車場施設の利用」を

「有料駐車場の利用」に改め、同様式注中「駐車場施設」を「有

料駐車場」に改める。

別記第 2号様式中「駐車場施設利用（変更・更新）許可書」を

「有料駐車場利用（変更・更新）許可書」に、「駐車場施設の利

用」を「有料駐車場の利用」に、「高知県電気事業有料駐車場及

び工業用水道有料駐車場管理規程」を「高知県電気事業有料駐車

場及び工業用水道事業有料駐車場管理規程」に、「高知県電気事

業有料駐車場及び工業用水道有料駐車場料金徴収条例」を「高知

県電気事業有料駐車場及び工業用水道事業有料駐車場料金徴収条

例」に改める。

別記第 3号様式中「駐車場施設利用変更許可申請書」を「有料

駐車場利用変更許可申請書」に、「高知県電気事業有料駐車場及

び工業用水道有料駐車場管理規程」を「高知県電気事業有料駐車

場及び工業用水道事業有料駐車場管理規程」に、「駐車場施設の

利用」を「有料駐車場の利用」に、「駐車場施設利用許可書」を

「有料駐車場利用許可書」に改める。

別記第 4号様式中「駐車場施設利用廃止届」を「有料駐車場利

用廃止届」に、「駐車場施設の利用」を「有料駐車場の利用」

に、「高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道有料駐車場管理

規程」を「高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道事業有料駐

車場管理規程」に、「駐車場施設利用許可書等」を「有料駐車場

利用許可書等」に改める。

別記第 5号様式中「駐車場施設等料金還付請求書」を「有料駐

車場料金還付請求書」に、「駐車場施設等の」を「高知県電気事

業有料駐車場及び工業用水道事業有料駐車場料金徴収条例第 5条

ただし書の規定に基づき有料駐車場の」に、「高知県電気事業有

料駐車場及び工業用水道有料駐車場管理規程第13条第 1 項」を

「高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道事業有料駐車場管理

規程第13条第 2項」に、「駐車場施設利用許可書等」を「有料駐

車場利用許可書等」に改める。

別記第 6号様式中「駐車場施設等料金還付決定通知書」を「有

料駐車場料金還付決定通知書」に、「駐車場施設等の」を「有料

駐車場の」に、「高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道有料

駐車場管理規程」を「高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道

事業有料駐車場管理規程」に改める。

附　則

（施行期日）

1　この規程は、平成27年 3月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この規程による改正前の高知県電気事業有料駐車場及び工業

用水道有料駐車場管理規程別記様式は、この規程による改正後

の高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道事業有料駐車場管

理規程の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができ

る。

議 会 規 則

高知県議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成26年12月26日

高知県議会議長　浜田　英宏

高知県議会規則第 1号

高知県議会会議規則の一部を改正する規則

高知県議会会議規則（昭和54年 4月 1日制定）の一部を次のよ

うに改正する。

第98条第 1 項中「その他必用な」を「その他必要な」に改め

る。

第125条第 1項の表を次のように改める。

名称

各派代表

者会

高知県議

会災害対

策本部会

議

高知県議

会災害対

策本部員

会議

構成員

議長、副議

長及び各会

派を代表す

る議員

全議員

議長、副議

長、議会運

営委員会委

員長及び各

会派を代表

する議員

招集権者

議長

議長

議長

目的

議会の活動、運営等の基

本的事項及び図書室の運

営に係る事項に関し協議

及び調整を行うこと。

県内での大規模災害の発

生に際し、議会としての

対応を協議すること。

高知県議会災害対策本部

会議の運営及び協議事項

の調整等を行うこと。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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人 事 委 員 会 規 則

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成26年12月26日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第25号

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知県人事委員会

規則第 3号）の一部を次のように改正する。

別表第 2 の 4 の表中「6,400円」を「8,000円」に、「6,000

円」を「7,500円」に、「3,400円」を「4,250円」に、「2,400

円」を「3,000円」に、「1,200円」を「1,500円」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給

等に関する規則の規定は、平成26年10月 1日から適用する。

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成26年12月26日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第26号

期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規

則

期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和38年高知県人事委員

会規則第31号）の一部を次のように改正する。

第 4条の 3第 1項第 1号中「別表第 1の 1の職員欄」を「別表

第 1の 1の表の職員欄」に改め、同項第 2号中「別表第 1の 2の

職員欄」を「別表第 1の 2の表の職員欄」に改め、同条第 2項第

1 号中「別表第 1 の 1 の職員欄」を「別表第 1 の 1 の表の職員

欄」に、「同表の加算割合欄」を「同表の 1の表の加算割合欄」

に改め、同項第 2号中「別表第 1の 2の職員欄」を「別表第 1の

2の表の職員欄」に、「同表の加算割合欄」を「同表の 2の表の

加算割合欄」に改める。

第 4 条の 4 中「同表の 2 の職員欄」を「同表の 2 の表の職員

欄」に改める。

第 6条第 1項中「次の各号に」を「次に」に改める。

第 6条の 9中「人事委員会が」を「人事委員会が別に」に改め

る。

第13条第 1 項第 1 号中「100分の76.5以上100分の130以下」を

「100分の88.5以上100分の150以下」に、「100分の101.5以上100

分の170以下」を「100分の113.5以上100分の190以下」に改め、

同項第 2 号中「100分の70以上100分の76.5未満」を「100分の81

以上100分の88.5未満」に、「100分の92.5以上100分の101.5未

満」を「100分の103.5以上100分の113.5未満」に改め、同項第 3

号及び第 4 号中「100分の63.5」を「100分の73.5」に、「100分

の83.5」を「100分の93.5」に改め、同条第 2 項中「人事委員会

の」を「人事委員会が別に」に改め、同条第 3項中「人事委員会

が」を「人事委員会が別に」に改める。

第13条の 2 第 1 項中「100分の32.5」を「100分の37.5」に、

「100分の42.5」を「100分の47.5」に改める。

第13条の 3中「人事委員会が」を「人事委員会が別に」に改め

る。

別表第 1の 1の表中「すべての」を「全ての」に改め、同表の

1の表備考中「必要と」を「必要があると」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉

手当に関する規則第13条第 1項及び第13条の 2第 1項の規定は、

平成26年12月 1日から適用する。
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